
仙 北 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 認 可 等 に 関 す る 要 綱  

                令 和 ７ 年 12月 26日 告 示 129号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 164号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） そ の 他 の 関 係 法 令 及 び 仙 北 市 乳 児 等 通 園 支 援 事

業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 令 和 ７ 年 仙 北 市 条

例 44号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 乳 児 等 通

園 支 援 事 業 （ 法 第 ６ 条 の ３ 第 23項 に 規 定 す る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 認 可 、 廃 止 及 び 休 止 に 関 し 必 要 な 事 項 に

つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ 認 可 の 申 請 ）  

第 ２ 条  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 に 関 し て 法 第 34条 の 15第 ２ 項 の 認 可 の

申 請 （ 以 下 「 認 可 申 請 」 と い う 。 ） を 行 う 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と

い う 。 ） は 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 認 可 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  申 請 者 は 、 申 請 に 係 る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 が 条 例 で 定 め る 要 件

及 び 次 条 に 掲 げ る 要 件 に 適 合 し て い る こ と を 証 す る 書 類 を 乳 児 等

通 園 支 援 事 業 認 可 申 請 書 に 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  新 た に 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、 運 営 の 適 正 化

に 資 す る た め 、 事 前 に 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

余 裕 活 用 型 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 （ 条 例 第 ５ 条 に 規 定 す る 余 裕 活 用

型 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を い う 。 ） を 行 お う と す る 者 は 、 こ の 限 り

で な い 。  

（ 社 会 福 祉 法 人 等 以 外 の 者 に 係 る 設 置 認 可 の 基 準 ）  

第 ３ 条  社 会 福 祉 法 人 及 び 学 校 法 人 （ 以 下 「 社 会 福 祉 法 人 等 」 と い

う 。 ） 以 外 の 者 か ら 認 可 申 請 が あ っ た 場 合 に お け る 法 第 34条 の 15

第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 へ の 適 合 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に

よ り 審 査 す る も の と す る 。  

(１ ) 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 が



あ る （ 次 の ア か ら ウ ま で を 満 た す も の を い う 。 ） こ と 。  

ア  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 実 施 す る た め に 直 接 必 要 な 全 て の 物

件 に つ い て 所 有 権 を 有 し て い る か 、 又 は 国 若 し く は 地 方 公 共

団 体 か ら 貸 与 若 し く は 使 用 許 可 を 受 け て い る こ と 。 た だ し 、

「 不 動 産 の 貸 与 を 受 け て 保 育 所 を 設 置 す る 場 合 の 要 件 緩 和 に

つ い て 」 （ 平 成 16年 ５ 月 24日 雇 児 発 第 0524002号 ・ 社 援 発 第

0524008号 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 長 、 厚 生 労 働 省

社 会 ・ 援 護 局 長 通 知 ） の 第 １ の ３ (２ )に 定 め る 要 件 を 満 た す

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

イ  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 に 係 る 年 間 の 事 業 費 の 12分 の ２ 以 上 に

相 当 す る 資 金 を 、 普 通 預 金 、 当 座 預 金 等 に よ り 有 し て い る こ

と 。  

ウ  直 近 の 会 計 年 度 に お い て 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 以 外 の 事 業

を 含 む 全 体 の 財 務 内 容 に つ い て 、 ３ 年 以 上 連 続 し て 損 失 を 計

上 し て い な い こ と 。  

(２ ) 当 該 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 経 営 者 （ そ の 者 が 法 人 で あ る 場

合 に あ っ て は 、 経 営 担 当 役 員 （ 業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、

執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い う 。 ） と す る 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） が 社 会 的 信 望 を 有 し て い る こ と 。  

(３ ) 次 の ア 及 び イ の い ず れ に も 該 当 す る こ と 、 又 は ウ に 該 当 す

る こ と 。  

ア  実 務 を 担 当 す る 幹 部 職 員 が 、 保 育 所 等 （ 保 育 所 並 び に 保 育

所 以 外 の 児 童 福 祉 施 設 、 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 家 庭 的 保 育

事 業 、 小 規 模 保 育 事 業 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 、 事 業 所 内 保 育

事 業 及 び 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を い う 。 ） に お い て ２ 年 以 上 勤

務 し た 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と 、 若 し く は こ れ と 同 等 以 上

の 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 で あ る こ と 、 又 は 経 営 者 に 社

会 福 祉 事 業 に つ い て 知 識 経 験 を 有 す る 者 を 含 む こ と 。  

イ  社 会 福 祉 事 業 に つ い て 知 識 経 験 を 有 す る 者 、 乳 児 等 通 園 支

援 事 業 の 利 用 者 （ 保 育 の 利 用 者 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 を 含



む 。 ） 及 び 実 務 を 担 当 す る 幹 部 職 員 を 含 む 運 営 委 員 会 （ 乳 児

等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 し 、 当 該 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 行

う 者 （ 以 下 「 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 」 と い う 。 ） の 相 談 に 応

じ 、 又 は 意 見 を 述 べ る 委 員 会 を い う 。 ） を 設 置 す る こ と 。  

ウ  経 営 者 に 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 利 用 者 （ 保 育 の 利 用 者 そ

の 他 こ れ に 準 ず る 者 を 含 む 。 ） 及 び 実 務 を 担 当 す る 幹 部 職 員

を 含 む こ と 。  

(４ ) 法 第 34条 の 15第 ３ 項 第 ４ 号 に 掲 げ ら れ た 基 準 に 該 当 し な い

こ と 。  

（ 社 会 福 祉 法 人 等 以 外 の 者 に 対 す る 条 件 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 社 会 福 祉 法 人 等 以 外 の 者 に 対 し て 乳 児 等 通 園 支 援

事 業 の 認 可 を 行 う 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 を 付 す る も の と す る 。  

(１ ) 条 例 に 定 め る 基 準 を 維 持 す る た め 、 市 長 が 必 要 な 報 告 を 求

め た 場 合 は 報 告 書 を 提 出 す る こ と 。  

(２ ) 収 支 計 算 書 又 は 損 益 計 算 書 に お い て 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業

に 係 る 区 分 を 設 け る こ と 。  

(３ ) 企 業 会 計 に よ る 会 計 処 理 を 行 っ て い る 場 合 に あ っ て は 、 乳

児 等 通 園 支 援 事 業 に 係 る 貸 借 対 照 表 （ 流 動 資 産 及 び 流 動 負 債 の

み を 記 載 ） 、 借 入 金 明 細 書 、 基 本 財 産 及 び そ の 他 の 固 定 資 産 等

の 明 細 書 を 作 成 す る こ と 。  

(４ ) 毎 会 計 年 度 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 書 類 に 、 乳 児

等 通 園 支 援 事 業 に 係 る 現 況 報 告 書 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 す る こ

と 。  

ア  前 会 計 年 度 末 に お け る 貸 借 対 照 表 、 前 会 計 年 度 の 収 支 計 算

書 又 は 損 益 計 算 書 そ の 他 の 会 計 に 関 し 市 長 が 必 要 と 認 め る 書

類  

イ  企 業 会 計 に よ る 会 計 処 理 を 行 っ て い る 場 合 に あ っ て は 、 前

会 計 年 度 末 に お け る 前 号 に 掲 げ る 書 類  

（ 設 置 認 可 の 通 知 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 認 可 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 申 請 者 に 対 し 、 認 可 す



る 場 合 は 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 認 可 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、

認 可 し な い 場 合 は 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 不 認 可 通 知 書 （ 様 式 第 ３

号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 ６ 条  児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23年 厚 生 省 令 第 11号 ） 第 36条 の

36第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 変 更 の 届

出 を 行 お う と す る 者 は 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 認 可 事 項 変 更 届 （ 様

式 第 ４ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 変 更 の 届 出 が あ っ た 場 合 で あ っ て 、 当 該 変 更 が 乳 児 等

通 園 支 援 事 業 の 認 可 の 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 当 該 届 出

を 行 っ た 者 に 対 し 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 変 更 届 受 理 書 （ 様 式 第 ５

号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

（ 廃 止 又 は 休 止 の 承 認 等 ）  

第 ７ 条  法 第 34条 の 15第 ７ 項 の 規 定 に よ る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 廃

止 又 は 休 止 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 廃

止 （ 休 止 ） 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す

る 。  

２  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し よ う と す る 者 は 、 乳

児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 の 適 正 化 に 資 す る た め 、 当 該 廃 止 し 、 又

は 休 止 し よ う と す る 日 前 に お い て 相 当 な 期 間 の 余 裕 を も っ て 、 市

長 と 協 議 を 行 う も の と す る 。  

３  市 長 は 、 廃 止 又 は 休 止 の 承 認 の 申 請 が あ っ た と き は 、 地 域 の 保

育 の 実 状 を 勘 案 し 、 承 認 す る 場 合 は 必 要 な 条 件 を 付 し て 乳 児 等 通

園 支 援 事 業 廃 止 （ 休 止 ） 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 、 承 認

し な い 場 合 は 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 廃 止 （ 休 止 ） 不 承 認 通 知 書 （ 様

式 第 ８ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 認 可 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 法 若 し く は 法 に 基 づ い て

発 す る 命 令 又 は こ れ ら に 基 づ い て な す 処 分 に 違 反 し た と き は 、 当

該 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 に 対 し 、 期 限 を 定 め て 必 要 な 措 置 を と る



べ き 旨 を 命 ず る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 当 該 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 に

従 わ な い と き は 、 期 限 を 定 め て 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 停 止 を 命 ず

る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 当 該 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 前 項 の 規 定 に よ る 乳 児 等

通 園 支 援 事 業 の 停 止 の 命 令 に 従 わ ず 、 他 の 方 法 に よ っ て も 適 正 な

運 営 が 見 込 め な い と き は 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 認 可 を 取 り 消 す

も の と す る 。  

４  前 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 違 反 が 、 乳 幼 児 の 生 命 身 体 に

著 し い 影 響 を 与 え る な ど 、 社 会 通 念 上 著 し く 悪 質 で あ り 、 改 善 の

見 込 み が な い と 考 え ら れ る 場 合 は 、 速 や か に 乳 児 等 通 園 支 援 事 業

の 停 止 の 命 令 又 は 認 可 の 取 消 し を 行 う も の と す る 。  

（ 賠 償 責 任 へ の 対 応 ）  

第 ９ 条  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 実 施 す る

に 当 た り 、 事 故 等 の 発 生 に よ る 保 障 を 円 滑 に 行 う た め 、 賠 償 責 任

保 険 等 に 加 入 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 10条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 認 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 こ の 規 則 の 施

行 の 日 前 に お い て も 、 第 ３ 条 の 規 定 の 例 に よ る 認 可 の 申 請 を す る

こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 の 例 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た と き は 、 こ

の 規 則 の 施 行 の 日 前 に お い て も 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 認 可 に 必

要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

こ れ ら の 規 定 の 例 に よ り 認 可 を 受 け た も の は 、 こ の 規 則 の 施 行 の



日 以 後 に お い て は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 認 可 を 受 け た も の と み な

す 。  

様 式 第 １ 号 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

様 式 第 ３ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

様 式 第 ４ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

様 式 第 ５ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

様 式 第 ６ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 ７ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

様 式 第 ８ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 


